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指標連動有価証券等組入型ＥＴＦの上場制度の見直しについて 

 

２０２６年６月２２日 

株式会社東京証券取引所 

 

Ⅰ  趣旨  

 店頭デリバティブ取引又はリンク債を投資信託財産等に組み入れるＥＴＦは、海外の市場では盛んに取引が行われている一方で、２０１１年のそれら

のＥＴＦにおけるリスクに関する国際的な問題提起を受け、当取引所では店頭デリバティブ取引への規制に関する国際的な議論が帰着するまでは新規上

場の承認を見合わせることとし、店頭デリバティブ取引又はリンク債を活用したＥＴＦの新規上場はそれ以降ありませんでした。 

そうしたＥＴＦの新規上場の見合わせ以降、投資信託における信用リスク集中回避のための投資制限や非清算店頭デリバティブ取引の証拠金規制の導

入により店頭デリバティブ及びリンク債に関する規制が強化されたことを踏まえ、今般、指標連動有価証券等組入型ＥＴＦの上場制度について所要の見

直しを行うことにより、店頭デリバティブ取引又はリンク債に投資するＥＴＦの新規上場を認めることとします。 

本見直しにより、店頭デリバティブ取引又はリンク債特有のリスクを軽減したうえでそれらを活用するＥＴＦの新規上場が可能となり、より多様な投

資戦略を実現するＥＴＦや新たな投資対象への投資機会を提供するＥＴＦが新たに上場し、東証ＥＴＦ市場の国際競争力の成長及び投資者にとってより

良い多様な商品の提供を目指します。 

 

Ⅱ  概要 

項 目 内   容 備   考 

１． 定義 ・投資信託等の受益証券等を通じて、特定の指標に連動する投資成果を

目的として発行された有価証券又は特定の指標に連動する投資成果を

目的として締結された特定の者との契約に係る権利に投資を行うＥＴ

Ｆを対象に含めるため、指標連動有価証券等組入型ＥＴＦの定義を以

下のとおり改めます。 

- 特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券、

特定の指標に連動する投資成果を目的として締結された特定の者と

の契約に係る権利又はそれらを投資信託財産等に組み入れた投資信

託等の受益証券等を投資信託財産等に組み入れたＥＴＦ 

 

・投資信託等とは、投資信託及び外国投資信託並びに

投資法人及び外国投資法人の総称をいいます。 

・受益証券等とは、受益証券、投資証券及び外国投資

証券の総称をいい、これらを受託有価証券とする金

融商品取引法施行令第２条の３第３号に規定する有

価証券信託受益証券及び金融商品取引法第２条第１

項第１７号に掲げる有価証券のうち同項第１４号に

規定する受益証券発行信託の受益証券の性質を有す

るものを含みます。 
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項 目 内   容 備   考 

２． 上場審査基準   

（１） 組入有価証券及

び組入債権の別

の資産への迅速

な切り替え 

・内国指標連動型ＥＴＦ、内国アクティブ運用型ＥＴＦ、外国ＥＴＦ及

び外国ＥＴＦ信託受益証券について、新規上場申請銘柄が指標連動有

価証券等組入型ＥＴＦに該当する場合にあっては、上場後継続的に運

用が行われる見込みがあり、かつ、カウンター・パーティーの信用状

況に関する管理体制等が管理会社において適切に整備されていること

を求める規定に加え、新たに以下を求めます。 

- 組入有価証券及び組入債権を、別の資産へ迅速に切り替えを行う体

制等が適切に整備されていること。 

・なお、新規上場申請銘柄が保有する投資信託等の受益証券等を通じて

組入有価証券又は組入債権に投資する場合にあっては、保有する投資

信託等の管理会社において上記の体制等が整備されていることを確認

していることを求めます。 

 

・カウンター・パーティーとは、組入有価証券（投資

信託財産等に組み入れる特定の指標に連動する投資

成果を目的として発行された有価証券をいいま

す。）の発行者及び組入債権（投資信託財産等に組

み入れる特定の指標に連動する投資成果を目的とし

て締結された特定の者との契約に係る権利（金融商

品取引法第２条第２２項に規定する店頭デリバティ

ブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利又は

投資信託法施行令第３条第７号に掲げる金銭債権に

限ります。）をいいます。）に係る契約の相手方（当

該組入有価証券又は当該組入債権に係る保証者があ

る場合にあっては、保証者）をいいます。 

・カウンター・パーティーの財務状況等の著しい悪化

が明らかになった場合等に、保有する組入有価証券

及び組入債権を、管理会社の定める選定基準を満た

す別の発行者の発行する有価証券への投資又は別の

相手方との契約に係る権利等の資産に迅速に切り替

えを行うことで、組入有価証券及び組入債権の連動

対象の指標との乖離を最小化する体制等について説

明を求めます。新規上場申請銘柄が保有する投資信

託等の受益証券等を通じて組入有価証券又は組入債

権に投資する場合にあっては、保有する投資信託等

の管理会社における体制等についてどのように確認

しているかの説明を求めます。 

・指標連動有価証券等組入型ＥＴＦに係る管理体制等

に関する報告書において、組入有価証券及び組入債
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項 目 内   容 備   考 

権の別の資産への迅速な切り替えを行う体制につい

て説明を求めます。 

 

（２） 非清算店頭デリ

バティブ取引の

証拠金の適切な

管理に係る態勢

の整備 

・内国指標連動型ＥＴＦ、内国アクティブ運用型ＥＴＦ、外国ＥＴＦ及

び外国ＥＴＦ信託受益証券について、新規上場申請銘柄が指標連動有

価証券等組入型ＥＴＦに該当する場合にあって、非清算店頭デリバテ

ィブ取引に係る権利を投資信託財産等に組み入れる場合には、（１）の

基準に加え、金融商品取引業等に関する内閣府令第１２３条第１項第

２１号の１０、第２１号の１１その他関連する規定を踏まえ、非清算

店頭デリバティブ取引の証拠金の適切な管理に係る態勢を整備するこ

とを求めます。 

・なお、新規上場申請銘柄が保有する投資信託等の受益証券等を通じて

組入債権に投資する場合にあっては、保有する投資信託等の管理会社

において上記の態勢が整備されていることを確認していることを求め

ます。 

 

・指標連動有価証券等組入型ＥＴＦに係る管理体制等

に関する報告書において、非清算店頭デリバティブ

取引の証拠金の適切な管理に係る態勢について説明

を求めます。新規上場申請銘柄が保有する投資信託

等の受益証券等を通じて組入債権に投資する場合に

あっては、保有する投資信託等の管理会社における

態勢についてどのように確認しているかの説明を求

めます。 

・金融商品取引業等に関する内閣府令第１２３条第１

項第２１号の１０その他関連する規定に定める変動

証拠金の預託等又は返還を求めることを要しない額

として当事者があらかじめ定める額については、純

資産額や原資産の取引状況に応じ適切な額を定めて

いると認められること等の観点についても審査を行

います。 

・金融商品取引業等に関する内閣府令第１２３条第１

３項各号に該当する取引の場合、非清算店頭デリバ

ティブ取引の当初証拠金の適切な管理に係る態勢の

整備は求めないこととします。 

 

（３） ポートフォリオ

情報の提供 

・内国指標連動型ＥＴＦ、外国ＥＴＦ及び外国ＥＴＦ信託受益証券につ

いて、新規上場申請銘柄が指標連動有価証券等組入型ＥＴＦに該当す

る場合にあっては、ＥＴＦの組入資産の明細として当取引所が定める

事項が記載された情報（以下「ポートフォリオ情報」といいます。）が

・新規上場申請銘柄に係る管理会社に対し、ポートフ

ォリオ情報の提供を継続的に行う旨の確約書の提出

を求めます。 

・ポートフォリオ情報の提供については、下記３．
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項 目 内   容 備   考 

日々売買立会開始前までに投資者へ継続的に提供される見込みがある

ことを求めます。 

 

（２）をご覧ください。 

 

（４） 投資制限 ・内国指標連動型ＥＴＦ、内国アクティブ運用型ＥＴＦ、外国ＥＴＦ及

び外国ＥＴＦ信託受益証券について、新規上場申請銘柄が組入有価証

券に投資する場合（保有する投資信託等の受益証券等を通じて組入有

価証券に投資する場合も含む）にあっては、組入有価証券への実質投

資割合の合計を信託財産の純資産総額の２０％以下とすることを求め

ます。 

・外国ＥＴＦ及び外国ＥＴＦ信託受益証券について、新規上場申請銘柄

が指標連動有価証券等組入型ＥＴＦに該当する場合にあっては、一般

社団法人資産運用業協会の定める投資信託等の運用に関する規則第１

７条の２の要件を満たす投資制限と同等の投資制限が設けられている

ことを求めます。 

 

・新規上場申請銘柄に係る管理会社に対し、組入有価

証券への実質投資割合の合計を信託財産の純資産総

額の２０％以下とする旨の確約書の提出を求めま

す。 

３． 情報の開示等   

（１） 適時開示 ・上場指標連動有価証券等組入型ＥＴＦである上場指標連動型ＥＴＦに

ついて、以下の適時開示基準を設けます。 

- ポートフォリオ情報の提供方法の変更 

- ポートフォリオ情報の投資者への提供の停止 

- ポートフォリオ情報が投資者へ継続して提供されないおそれが生じ

た場合 

 

・上場指標連動有価証券等組入型ＥＴＦのうち組入有価証券に投資する

場合（保有する投資信託等の受益証券等を通じて組入有価証券に投資

する場合も含む）にあっては、以下の適時開示基準を設けます。 

- 組入有価証券への実質投資割合の合計が信託財産の純資産総額の２

・内国アクティブ運用型ＥＴＦにおける適時開示基準

と同様の基準を設けます。 

・本適時開示項目は、情報配信ベンダーとの委託契約

が解除される見込みとなった場合やポートフォリオ

情報の配信が停止した後翌日の配信についても再開

する見通しが立っていない場合などを想定していま

す。 
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項 目 内   容 備   考 

０％を超える日が５営業日連続した場合 

 

 

（２） 投資者への情報

の提供 

・上場指標連動有価証券等組入型ＥＴＦである上場指標連動型ＥＴＦに

ついて、日々売買立会開始前までに確定したポートフォリオ情報を公

衆による閲覧ができる方法により投資者に提供することを求めます。 

 

・内国アクティブ運用型ＥＴＦにおけるポートフォリ

オ情報と同様のポートフォリオ情報の提供を求めま

す。 

- 当該ＥＴＦに関する次のaからｄまでに掲げる事

項 

ａ 銘柄コード 

ｂ 名称 

ｃ 保有する現金の量 

ｄ 受益権口数 

- 当該ＥＴＦの組入資産に関する次のaからｃまで

に掲げる事項 

ａ 名称又は銘柄コードその他の有価証券、デリ

バティブ取引に係る権利若しくは商品投資等取引

に係る権利又は通貨の内容を特定できる情報 

ｂ 前ａにより特定された各組入資産の数量又は

金額 

ｃ ａにより特定された各組入資産の単価 

 

４．行動規範 ・上場指標連動有価証券等組入型ＥＴＦに係る管理会社（外国投資証券

に該当する外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券とする外国

ＥＴＦ信託受益証券にあっては、外国投資法人及び管理会社）は、当

該ＥＴＦのカウンター・パーティーの信用状況に関する管理体制等の

適切な整備に努めることを求める規定に加え、以下を求めます。 

- 組入有価証券及び組入債権を別の資産へ迅速に切り替えを行う体
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項 目 内   容 備   考 

制等の整備に努めること。 

- 金融商品取引業等に関する内閣府令第１２３条第１項第２１号の

１０、第２１号の１１その他の規定を踏まえ、非清算店頭デリバ

ティブ取引の証拠金の適切な管理に係る態勢の整備に努めるこ

と。ただし、非清算店頭デリバティブ取引に係る権利を投資信託

財産等に組み入れない場合はこの限りではありません。 

 

５．上場廃止基準 ・上場指標連動有価証券等組入型ＥＴＦにあっては、以下の上場廃止基

準を設けます。 

- 組入有価証券及び組入債権を別の資産に迅速に切り替えを行う体制

又は非清算店頭デリバティブ取引の証拠金の適切な管理に係る態勢

が管理会社又は投資信託財産等に組み入れている投資信託等の管理

会社において整備されなくなった場合。ただし、当該上場指標連動

有価証券等組入型ＥＴＦの管理会社が行っていた業務が他の管理会

社に引き継がれる場合であって、かつ、当該他の管理会社において

組入有価証券及び組入債権を別の資産に迅速に切り替えを行う体制

及び非清算店頭デリバティブ取引の証拠金の適切な管理に係る態勢

（非清算店頭デリバティブ取引に係る権利を投資信託財産等に組み

入れない場合を除きます。）が整備されるとき又は当該投資信託等

の受益証券等を速やかに別の資産への投資に切り替えるときは、こ

の限りではありません。 

・上場指標連動有価証券等組入型ＥＴＦである上場指標連動型ＥＴＦに

あっては、以下の上場廃止基準を設けます。 

- ポートフォリオ情報が継続して１か月間投資者に提供されていない

場合。ただし、天災地変等、管理会社の責めに帰すべからざる事由

により、当該ポートフォリオ情報の提供が困難であると当取引所が

認める場合を除きます。 

・左記の基準により上場ＥＴＦに上場廃止のおそれ 

がある場合には「監理銘柄」に、上場廃止となるこ

とが決定した場合には「整理銘柄」に指定すること

ができるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内国アクティブ運用型ＥＴＦにおける上場廃止基準

と同一の基準です。 
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項 目 内   容 備   考 

・上場指標連動有価証券等組入型ＥＴＦである外国ＥＴＦ及び外国ＥＴ

Ｆ信託受益証券については、以下の上場廃止基準を設けます。 

- 一般社団法人資産運用業協会の定める投資信託等の運用に関する規

則第１７条の２の要件を満たす投資制限と同等の投資制限がなくな

る場合。 

・上場指標連動有価証券等組入型ＥＴＦのうち組入有価証券に投資する

場合（保有する投資信託等の受益証券等を通じて組入有価証券に投資

する場合も含む）にあっては、以下の上場廃止基準を設けます。 

- 組入有価証券への実質投資割合の合計が信託財産の純資産総額の２

０％を超えることとなった日から１か月以内に２０％以下にならな

かったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

６．その他 ・その他所要の改正を行います。 

 

 

Ⅲ  実施時期（予定） 

・２０２６年９月を目途に実施します。 

・Ⅱ．２．については、施行日以後に新規上場申請を行うＥＴＦから適用します。 

以  上 


